
「若者を狙うマルチ商法」 

【事例】高校の同窓会で久しぶりに会った友人から「簡単にもうかる」と50 

万円の投資ソフトを勧められました。お金がないと断ると、「人を紹

介すると１人当たり５万円もらえるので消費者金融から借りてもすぐ

返済できる」と何度も勧誘され迷惑です。 

 

【回答】この話は投資でもうかる話ではありません。紹介料で利益を得るマ

ルチ商法です。人を誘っても断られ、紹介料は得られず、借金だけが

残ったという相談が寄せられています。 

友人からの誘いでもきっぱり断りましょう。最近では、ＳＮＳ上で

知り合った相手から勧誘されるケースもあります。 

「簡単にもうかる」という説明やネット広告をうのみにせず、実態

や仕組みの分からないもうけ話には関わらないようにしましょう。 
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